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中小企業会計と国際会計基準
──「中小企業会計要領」の意義について──

小栗　崇資
（駒澤大学）

１．はじめに

　2012年２月に公表された「中小企業の会計に
関する基本要領」（「中小会計要領」と略称）は，
グローバリゼーションの影響が懸念される中で
導入されるに至った日本独自の重要な中小企業
会計基準である。会計の領域におけるグローバ
リゼーションは「国際会計基準」という形で現
れ各国経済に大きな影響を及ぼしつつあるが，
「国際会計基準」をどのように受容するかはそ
の是非も含めて大きな問題となっている。「国
際会計基準」をはじめとするグローバルスタン
ダードの普及は現代のグローバル資本主義に

とってある意味で不可避であるとはいえ，グ
ローバルスタンダードが国内経済にもたらすイ
ンパクトを等閑視することはできない。その影
響を大きく受ける存在が中小企業である。会計
の領域において「国際会計基準」の受容を中小
企業にまで及ぼすか否かが日本の会計制度にお
いて問われてきている。「中小会計要領」は「国
際会計基準」の影響を受けないことを明言した
会計基準であり，多くの中小企業にとって重要
な意義をもつものであるが，「中小会計要領」
がどのような背景から生まれたものであり，ど
のような意義を有するかについて明らかにする
ことが必要である。本稿では前半でグローバル
スタンダードとは何か，「国際会計基準」とは

要　　旨
　本稿は，グローバルスタンダードとされる国際会計基準の動向と日本への導入状況を検討
し，日本の会計制度がどのような段階に至っているかを分析する中で，2012年２月に公表さ
れた「中小企業の会計に関する基本要領」（「中小会計要領」）の意義を明らかしようとする
ものである。以下では，「金融資本主義とグローバルスタンダード」，「国際会計基準とは何か」，
「ＩＡＳＢの会計グローバリズム戦略」，「日本における国際会計基準の導入と混乱」，「中小
企業会計基準の形成」という順で，今日の会計をめぐる全体的な状況を論じていく。日本の
重層化した会社と会計基準が混乱した構造にある中で，「中小会計要領」が，今日の中小企
業には欠けていた中小企業の実態に則した会計を可能とする中小企業会計基準として，非常
に重要な役割を担うものとなることを結論的には明らかにしている。専門的でなじみのない
会計に関する論稿であるが，できるかぎり分かりやすく書いたつもりである。本稿が「中小
会計要領」の重要な意義を理解する一助となることを願うものである。
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何かについて明らかにしたうえで，後半では日
本の会計制度における大企業と中小企業の会計
のあり方について検討し，「中小会計要領」に
ついて論じてみたい。

２．金融資本主義とグローバルスタンダード

（１）金融資本主義の司令塔─金融安定理事会
　今日のグローバゼーションを推し進め，グ
ローバル資本主義の段階を生み出してきたのは
多国籍銀行や多国籍企業などの多国籍資本であ
る。特に1991年の「社会主義」体制崩壊以来，
それらの活発な活動により，金融を軸とした資
本主義のシステムが全世界に広がる中で，「世
界市場」の形成が急激に進められてきている。
そうした国民国家の枠を超えた多国籍資本の存
在は，各国政府による規制の網ではとらえるこ
とはできず，様々な側面において多国籍資本の
横暴で無秩序な行動が問題となってきているの
はいうまでもない。そうした資本の行動が市場
の混乱を招かないための一定の秩序が市場のイ
ンフラとして求められてもいる。今日のグロー
バル資本主義においては，世界政府が存在しな
い中で，多国籍資本の行動を規制したり秩序づ
けたりするためのルールや規範・基準の作成が
様々に試みられているのである。
　そうした国際的な管理・統制はグローバル・
ガバナンス１）という言葉で表現されるが，グ
ローバルスタンダードは，グローバル・ガバナ
ンスを構成する重要な要素である。グローバル
スタンダードは，グローバル・ガバナンスにお
いてどのような位置と役割をもち，多国籍資本
の規制に対してどのような関係にあるのであろ
うか２）。
　グローバルスタンダードは，グローバル資本
主義にとって一定の経済秩序を必要とすること
から形成されると考えられる。グローバルスタ
ンダードは，企業や市場の秩序破壊的な暴走を
食い止め，国際的に共通の枠組みや基準を課す
という形で，各国市場ごとの相違を超えて企業

や市場の活動をグローバルに促進する役割を
もっている。しかしグローバルスタンダードは，
各国ごとの独自性や慣習・文化との摩擦を生じ，
各国の経済社会に打撃を与える可能性をもって
いるという点で，これまでの国民国家体制にた
いして阻害的な側面ももつ。またグローバルス
タンダードといっても，その多くは英米主導に
よって開発されたアングロサクソン型スタン
ダードであり，民間機関中心による市場対応の
ルールであるという点に特徴がある。
　グローバルスタンダードはマクロ経済から金
融や会計にいたるまで広がっているが，今日の
グローバル資本主義にとって重要となるのは，
国際経済の中心となる金融・証券のシステムに
関わるグローバルスタンダードであり，そうし
たグローバルスタンダード形成に主導権を発揮
する機関が「金融安定理事会」（Financial 
Stability Board）である３）。
　「金融安定理事会」は，1999年４月，Ｇ７の
イニシアチブによって当初は「金融安定化
フォーラム」（Financial Stability forum）の名
称で設立された。しかし，リーマンショックに
よる世界金融危機後の2008年11月，Ｇ20におい
て「金融安定化フォーラム」の強化が求められ，
また2009年３月の国連における「国際通貨・金
融改革専門委員会」のスティグリッツ委員長報
告の中で，国際金融システム改革を担うために
「フォーラム」の改善の必要性が勧告されたこ
とを契機に，2009年４月から組織を拡張し名称
を「金融安定理事会」と変えている。現在では，
主要国の代表と国際金融機関，基準設定機関・
規制監督機関から成るメンバーによって構成さ
れる。
　「金融安定理事会」を構成するメンバーは，
理事会への移行に際し中国やロシア，アジア・
南米諸国などが入ったとはいえ，そのほとんど
が今日の金融資本主義の中枢に位置する国と機
関であり，理事会は国際金融市場をコントロー
ルする総本山ないしは司令塔のような大きな役
割をもっていると考えられる。その主要な活動
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の１つがグローバルスタンダードの形成である。

（２）グローバルスタンダードの形成
　図表１は，理事会が提示する金融・証券シス
テムにおける12のグローバルスタンダードを示
している（原題は「健全な金融システムに関す
る12のキースタンダード」）４）。
　12のキースタンダードは，３つの共通課題（マ
クロ経済政策と情報の透明性，金融規制および
監督，制度および市場インフラ）と12の領域に
関わっている。いずれも今日のグローバルな金
融資本主義の展開にとって欠くことのできない
課題と領域である。理事会は各スタンダードの
形成になみなみならないエネルギーを注いでい
る。各スタンダードの作成はそれぞれの機関独
自の活動によって行われるが，それらは別々の
ものではなく，理事会の全体的な戦略的目標の
もとに調整と連携を通じて形成されていると見
なければならない。
　注目すべきは，理事会がこれらのスタンダー
ドの導入により，目的に掲げた国際金融の安定
化だけでなく，国内の経済金融システムの形成

にも寄与するとしている点である。グローバリ
ゼーションの影響が及ぶというのではなく，当
初から国内の経済金融システム自体を転換させ
ようという目標が設定されているのである。
　「国際的スタンダードの発展・導入とその首
尾よい実施は，健全な規制と監督，より広範な
透明性，およびより効率的で活力ある市場・制
度・インフラを促進することにより，国内の経
済金融システムを強化するのを助ける」。「その
導入と実施は，経済金融部門の発展に関するそ
の国の全体的な戦略に適したものとなるはずで
ある」。「（スタンダードの導入に関連して）実
施のための有効な法的枠組みとインフラを形成
することが各国経済にとって重要である」５）。
　このように，12のキースタンダードは，国際
市場だけでなく国内の経済構造のあり方を大き
く転換させる役割をもっているといわねばなら
ない。グローバルスタンダードの導入は，その
国の経済社会の仕組みを変える大きなインパク
トをもたらすのである。すなわち「金融安定理
事会」のもとで，各スタンダードは一体のもの
として，各国経済のグローバル資本主義への統
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合を促進するものとなるのである。
　したがって，たとえば国際会計基準だけを単
独で見るだけでは，その性格を見極めることが
できない。国際会計基準はこれらのグローバル
スタンダードと連動して機能しており，そのよ
うな意図や背景のもとに設定されていると見る
べきである。世界銀行とＩＭＦが，発展途上国
や旧社会主義国への資金融資にあたって国際会
計基準を導入するよう圧力をかけてきているの
は，そうした連動の何よりの証左である６）。国
際会計基準について詳しく見てみよう。

３．国際会計基準とは何か

（１）国際会計基準の形成と発展
　国際会計基準（International Accounting 
Standards，以下ＩＡＳ）とは，長年にわたっ
て 国 際 会 計 基 準 委 員 会（International 
Accounting Standards Committee，以下ＩＡ
ＳＣ）によって設定され，その後，国際会計基
準審議会（International Accounting Standards 
Board，以下ＩＡＳＢ）に引き継がれた，「世
界的に承認され遵守される」ことを目的とした
一連の会計基準のことである。ＩＡＳＢはＩＡ
ＳＣの組織再編によって生まれた機関であるが，
単なるＩＡＳの継承にとどまらず，新たな会計
基 準 を 国 際 財 務 報 告 基 準（International 
Financial Reporting Standards，以下ＩＦＲＳ）
として設定し，会計基準の世界標準化をめざそ
うとしている。ＩＡＳとＩＦＲＳが併存してい
るが，今日では国際会計基準はＩＦＲＳという
略称によって表わされるに至っている。
　それではまず，簡単にＩＡＳＣの設立からＩ
ＡＳＢへの転換に至る経緯を国際会計基準の役
割の変化を交えて見てみよう。
　図表２はＩＡＳＣからＩＡＳＢへの変遷をそ
れに関係する国際機関と関連づけて概観的に見
たものである。
　ＩＡＳＣは当初は，1973年に９ヵ国（アメリ
カ，イギリス，オーストラリア，カナダ，フラ

ンス，ドイツ，日本，メキシコ，オランダ）の
公認会計士団体によって設立された民間の国際
組織であった。ＩＡＳＣは，企業の多国籍化を
背景に会計基準の国際的調和化が必要であると
の論議の高まりから生まれたものである。設立
後のＩＡＳＣはＩＡＳの設定を次々と行ったが，
単なる民間の国際組織でありＩＡＳが強制力を
有するものでないことから，当初は各国の会計
基準にほとんど影響を与えることがなかった。
したがって各国におけるＩＡＳの導入はきわめ
て緩慢に推移し，1980年代まで国際的調和化は
遅々として進まなかった。
　そうしたＩＡＳの状況を大きく転換させたの
が， 証 券 監 督 者 国 際 機 構（International 
Organization of Securities Commissions, 以下
ＩＯＳＣＯ）の関与であった。ＩＯＳＣＯの前
身は，南北アメリカの証券市場を監督するため
にアメリカ証券取引委員会（Securities and 
Exchange Commission, 以下ＳＥＣ）の主導に
よって創設された米州証券監督協議会である。
1986年にイギリス，フランス等が参加したこと
を契機にＩＯＳＣＯの設立となった。
　ＩＯＳＣＯは，各国の証券市場監督機関から
構成される公的な性格の国際機関である。監督
機関はアメリカＳＥＣやイギリスの証券投資委
員会，日本の金融庁のような行政組織が中心で
あるが，ニューヨーク証券取引所や東京証券取
引所のような組織も多く参加している。90年代
に入って金融・資本市場のグローバル化が進展
し，多国籍企業の多国間公募・多国間上場が増
大する中で，証券市場規制の国際的調整が必要
となりＩＯＳＣＯの活動が活発化していった。
多国間公募の効率性を高めるための国際的な会
計ディスクロージャー制度の形成を求め，ＩＯ
ＳＣＯが取り組んだのがＩＡＳＣへの支援とＩ
ＡＳの活用であった。1987年にＩＡＳＣの諮問
委員会（会計士団体以外の国際団体による組織）
に参加したことを契機にＩＯＳＣＯはＩＡＳの
検討を開始し，ＩＡＳの改善の必要性を提起し
た。というのは，ＩＡＳは各国での受容を想定
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して選択の幅のある妥協的な基準となっていた
からである。
　ＩＡＳＣもＩＯＳＣＯの支援のもとに1988年
から比較可能改善プロジェクトを開始しＩＡＳ
の改訂作業を進めていった。1993年には，ＩＯ
ＳＣＯは国際的な資金調達に使用される「包括
的な会計基準の体系」に含まれるべき会計基準
をコア・スタンダードと名づけ，コア・スタン
ダードに対応するＩＡＳの改訂や新たなＩＡＳ
の策定をＩＡＳＣに要請した（図ではコア・ス
タンダード計画と表現）。その後，ＩＯＳＣＯ
とＩＡＳＣとの意見の調整と合意を経てコア・
スタンダードをめざすＩＡＳの改訂・策定作業
がなされ，最終的に1999年にコア・スタンダー
ドが完成し，2000年５月にはＩＯＳＣＯによっ
て承認されるところとなった。
　こうしてＩＡＳは民間組織の提唱する妥協的
な基準にすぎなかった存在から，統一的で国際
的な権威ある会計基準へと変化していった。そ
してそれと併行して，当初，各国の公認会計士
団体の民間国際組織にすぎなかったＩＡＳＣも，
ＩＯＳＣＯの支援を受けて次第に権威ある国際
会計基準の設定機関に変化していったのである。
　2000年にはそれはＩＡＳＣの組織改革にまで
進んだ。2001年からはＩＡＳＣは単なる民間国
際組織から各国の会計基準設定機関によって構
成される国際機関へとその性格を転換させ，名
称も変更した。それが現在のＩＡＳＢ（国際会
計基準審議会）である。しかしＩＡＳＢは権威
ある国際的な機関といっても各国政府によって
構成される政府機関ではない。ＩＡＳＢ構成メ
ンバー（特に中心となる理事会）は民間組織で
あることが要請されている。各国の民間の会計
基準設定機関によって構成される国際会計基準
設定機関を，公的組織であるＩＯＳＣＯが全面
支援する体制となったのである。

（２）ＩＡＳＢ＝ＩＯＳＣＯ体制の確立
　そうしたＩＯＳＣＯの中核となっているのが
アメリカＳＥＣであり，規制のグローバル化は

まさにアメリカ主導で進んでいるといってよい。
ＩＯＳＣＯの主導下でのＩＡＳの設定方式がア
メリカ国内での会計基準の設定方法と相似して
いる点にもそれは現れている。アメリカでは政
府組織であるＳＥＣは証券市場を監督するが，
会計基準の設定は民間組織である財務会計基準
審 議 会（Financial Accounting Standards 
Board, 以下ＦＡＳＢ）に委ね，作成された基
準に承認を与える形で会計規制を行っている７）。
このような民間の基準設定機関に権限を与える
方式を，ＩＯＳＣＯはＩＡＳＢを使って国際的
に拡張したと考えられる。アメリカ型（英語圏
共通であるのでアングロサクソン型）の基準設
定方式がＩＡＳＢにもちこまれたといってよい
８）。
　そうした方式の中で日本でも，2001年から政
府の企業会計審議会から民間の企業会計基準委
員会（ＡＢＳＪ）に基準設定権限が委譲されて
いる９）。そうした民間機関方式はＥＵ主要国
（仏，独等）にも導入され，ＥＵも大きく変化
してきている。こうした民間主導の基準設定方
式は，グローバル資本主義がとる市場原理重視
とそのための規制緩和推進の方法論に合致した
ものと考えられる。まさにＩＡＳＢ＝ＩＯＳＣ
Ｏ体制ともいうべきアングロサクソン型のグ
ローバルスタンダード形成のシステムが会計領
域で国際的に構築されているのである10）。
　そうした特徴はＩＡＳＢの組織構造にも現れ
ている。構成メンバーを見てみると，審議会メ
ンバー 16名中６名が英米出身のほか、英米の
会計教育を受けたり英米の会計事務所に属する
メンバーが３～４名おり、英米圏の影響下にあ
ることがわかる。ＩＡＳＢのいずれの組織にお
いてもアングロサクソン系の比重は高くなって
おりＩＡＳＢにおいては組織構成の面でも英米
主導の構造が組み込まれているといわねばなら
ない。
　ＩＡＳＣからＩＡＳＢへの移行と国際会計基
準の役割変化の背景には，急速に進んだ金融・
資本市場のグローバリゼーションに対する規制
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機関としてのＩＯＳＣＯの主導権の拡大・強化
が存在しているといわねばならない。ＩＯＳＣ
ＯはＩＡＳの承認に続き，国際会計士連盟（Ｉ
ＦＡＣ）の作成した国際監査基準（International 
Standards on Auditing）を一括承認し，国際
会計基準と併せて会計規制の実効性を高めよう
としてきている。また，バーゼル銀行監督委員
会，保険監督者国際機構（ＩＡＩＳ）との金融
コングロマリットに対する監督のための連携や，
Ｇ10の中央銀行によって設立されたＣＰＳＳ
（支払・決済システム委員会）との証券決済シ
ステムのための共同勧告などＩＯＳＣＯの活動
はさらに活発になっている11）。ＩＯＳＣＯは金
融グローバリゼーションの中で大きな比重を占
める証券規制の主導的役割を担っているのであ
る。

４．ＩＡＳＢの会計グローバリズム戦略

（１）国際会計基準の「融合」戦略
　それではＩＡＳＢはどのような戦略のもとに
会計のグローバリゼーションを推進しているの
であろうか。ＩＡＳＢが意図する国際会計基準
の性格を見てみると，それは定款の中の目的に
現われている12）。ＩＡＳＢは単一の国際会計基
準を作成し，各国国内基準もそれに融合させよ
うとしている。すなわち世界が単一の会計基準
で運用されることをめざすのである。こうした
会計基準の世界標準化はグローバリゼーション
の極致といってよい。
　このような意図のもとに2001年からＩＡＳＢ
の活動が開始されたが，ＩＡＳＢ自身の予想を
はるかに超えるスピードで国際会計基準の採
用・導入が広がっていった。何よりもＥＵにお
ける採用が大きなインパクトをもっており，そ
れが加速化の一因でもある。2012年末で120 ヵ
国を超える国が採用・導入を行っており，その
勢いはとどまるところを知らない。
　国際会計基準を受け入れる方式は様々である
が，主に国内基準を国際会計基準と同様の内容

に変換していくコンバージェンス（統合）方式
と国際会計基準をそのまま採用するアドプショ
ン（採用）方式がある。当初のＩＡＳＣの戦略
は，各国会計基準を国際会計基準に近づけてい
く「調和化」であったが，ＩＡＳＢのコンバー
ジェンス（統合）方式はその「調和化」をさら
に一歩進めたもので，国内基準の名称・形式は
変えないまま中身を国際会計基準と同じものに
するというものである。それに対して，アドプ
ション（採用）方式は国際会計基準を基本的に
そのまま導入するものである。アドプション方
式にも，全体を丸ごと採用するフル・アドプショ
ン（全面採用）方式と，基準ごとに採用を検討
し，場合によっては一部を修正するＥＵのよう
なエンドースメント（部分承認）方式がある。
コンバージェンス方式やエンドースメント方式
の場合は，微妙な各国ごとの解釈の違いが生ま
れることもあって，国際会計基準といっても必
ずしも単一なものとなっているわけではない。
各国はそれぞれの思惑によってコンバージェン
ス方式やアドプション方式をとっているのが現
状である。
　ＥＵがエンドースメントによるアドプション
方式をとっているのに対し，アメリカと日本は
この間コンバージェンス方式をとってきている。
　2002年９月にはＩＡＳＢとアメリカＦＡＳＢ
の共同会議が開催され国際会計基準とアメリカ
基準とのコンバージェンスをめざすノーウォー
ク合意が取り交わされた13）。これまでは基本思
考を同じくしつつもＩＡＳＢとＦＡＳＢの基準
には個々に相違が存在した。その背後には英米
の基準の相違もあると考えられる（国際会計基
準はイギリスの基準に近い）。しかし，ノー
ウォーク合意はそうした局面を大きく転換させ
ようとするものであった。ＦＡＳＢの基準設定
方式は細部を定める細則中心（rules-based）
アプローチであったが，その後はＩＡＳＢと同
様の，基本を定め細部を監査に委ねる原則中心
（principles-based）アプローチへと移行が図ら
れようとしており，基準の見直しのための共同
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プロジェクトが進みつつある14）。日本も2005年
にＩＡＳＢとの協議を開始し，アメリカと同様
にコンバージェンスを進めようとしている。後
に触れるように日本はアメリカの後を追いかけ
ることに腐心していると考えられる。
　何よりも重要なことは，国際会計基準のアド
プションが多くの中進国や発展途上国で進んで
いることである。東南アジア，中東，アフリカ，
中南米などの国々や旧社会主義国の東欧やロシ
アなどの国々が採用を決定している。これは，
グローバル市場の発展に組み込まれる過程で，
会計基準の設定が遅れたり不備だったりした
国々が手っ取り早く会計のインフラを作るため
に，完成品である国際会計基準をワンセットで
採用したことによるものである。その背後には
世界銀行・ＩＭＦの圧力やＩＯＳＣＯの指導が
あることはすでに述べたとおりである。
　このように国際会計基準が世界の多くの国で
採用・導入されてきており，世界が単一の会計
基準に近づくというＩＡＳＢの意図はかなりの
確度で実現しつつあるということができる。

（２）ＩＡＳＢの政治経済学
　ＩＡＳＢがこのような国際会計基準の世界的
な拡大に成功したのは，先に見た「金融安定理
事会」を構成する国々や機関との連携や支援だ
けではなく，ＩＡＳＢ自身の「統合」に向けた
戦略的活動があったからにほかならない。また
その背後で，ＥＵ，イギリス，アメリカの国際
会計基準をめぐるヘゲモニー（覇権）争奪の動
きが存在することも深く関連している。
　国際会計基準の内容について見れば，多くの
論者が指摘しているようにアメリカの基準とは
相違点が多く，相対的にイギリスの基準に近い
と評価される。これまでの国際会計基準の形成
においてはイギリスの主導性が認められるので
ある。アメリカＳＥＣが主導するＩＯＳＣＯの
影響力のもとで形成されたＩＡＳＢの中でアメ
リカが国際会計基準形成にリーダーシップを発
揮することができなかったのはなぜであろうか。

それは，アメリカこそがもっとも高い品質の会
計基準を設定しているとの認識（ＩＡＳＢの先
を進んでいるという認識）を自他ともに誇って
いたことで，ＩＡＳＢの国際会計基準とは一線
を画していたからであると考えられる。これま
ではアメリカ会計基準の先進性を掲げることが
会計領域でのアメリカの覇権を意味していた。
世界の資金調達の中心の１つはニューヨーク証
券取引所であり，そこではアメリカの会計基準
が使用されていたからでもある。
　そうした事態を一変させたのは2000年のエン
ロン事件であった。高品質を誇ったアメリカの
会計のもとで起きた一連の会計不正によってア
メリカの権威が失墜する中で，アメリカＳＥＣ
はＦＡＳＢに対して会計基準作成の原理や方法
の変更の検討を要請した。この事件を契機にア
メリカはＩＡＳＢとの統合へと路線を転換した
と考えられる。アメリカはこれまでのような単
独の覇権の形ではなくＩＡＳＢの中での国際会
計基準形成において覇権を握る方向をめざして
いるように見える15）。
　それに対してＥＵはＩＡＳＢ設立当初から国
際会計基準導入に積極的であった。ＥＵは2002
年に国際会計基準の採用を決め2005年から域内
上場企業約7,000社の連結財務報告に国際会計
基準の適用を義務付けた。ＥＵは国際会計基準
採用に当たってＩＡＳＢに対して，ＥＵ全体の
公益に合致することを条件に，ＩＡＳＢにおけ
るＥＵのポジションの確保，国際会計基準設定
プロセスへの欧州財務報告アドバイサリーグ
ループの参加を求め，ＩＡＳＢはこれを受け入
れた。アメリカに対抗して，ＥＵはこのように
ＩＡＳＢの中に地歩を築く形で国際会計基準設
定に大きな影響力を持とうとしてきているので
ある16）。
　ＥＵの積極的参加を得ることができたことは
ＩＡＳＢの国際会計基準のグローバル化を大き
く促進するものとなった。今日における120 ヵ
国以上の採用はこうしたＥＵの動きなしには考
えられない。
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　今やＩＡＳＢはＥＵの全面的な参加，アメリ
カとの統合，中国の積極的参加など，国際会計
基準の作成と普及のための強力な基盤と体制を
構築しようとしているのである。ＩＡＳＢの活
動はこのような広がりを見せているが，それを
支える中心的メンバーについては依然として，
図表３のような英米の人脈に依拠している点に
ついて留意しておきたい。
　こうした人脈は明らかに英米の金融・証券に
関わる人脈であり，先にみた「金融安定理事会」
につながる人脈である。ＥＵを包摂しながらも
ＩＡＳＢはなお英米主導で会計グローバリズム
戦略を展開していると見なければならない。

（３）ＩＡＳＢの中小企業会計基準
　そうした中でＩＡＳＢのもう１つの重要な戦
略となってきたのが，中小企業会計基準のグ
ローバルスタンダード化である。2009年にはＩ
ＡＳＢの中小企業会計基準が作成されるに至っ
ている17）。
　ＩＡＳＢでは2003年以来，中小企業会計基準
についての論議が展開されてきた。国際会計基

準は多国間上場をめざす大企業を対象としたも
のであるが，そうした対象ではない中小企業会
計基準の設定にＩＡＳＢはなぜ関わってきたの
であろうか。それはグローバルな中小企業会計
基準を設定することについての強い要請があっ
たからであり、それを根拠にＩＡＳＢは中小企
業会計基準の開発に取り組んできたのである。
国際会計基準を一括採用した発展途上国が，大
半の企業が中小企業でしかない現実の中で，中
小企業のための簡素化した基準の策定について
要望したことによるものであるが，しかし，そ
ればかりではなくＩＡＳＢの中にも推進要因が
あると考えられる。ＩＡＳＢにはイデオロギー
ともいうべき統合化に向けた思考が存在し，そ
れがＩＡＳＢを中小企業会計基準に駆り立てて
いったといわなければならない。それは「国際
会計基準は，上場企業も非上場企業にも，大企
業も中小企業にもすべての企業に適用可能なも
のであるものとＩＡＳＢは確信する」という思
考である。
　いくつかの報告や文書から次のようなＩＡＳ
Ｂの戦略的意図を推察することができる18）。
① 　中小企業会計基準は国際会計基準の補完物
や従属物ではなく，２大基準として完全な国
際財務報告基準と並ぶ重要な基準であること。
② 　ＩＡＳＢの想定する中小企業の規模（従業
員50名，売上10億円）は，小企業や零細企業
ではなく中規模に近い企業であり，それらは
投資対象となる可能性をもち，将来，資本市
場に参入する可能性をもった上場企業予備軍
として期待されること。
③ 　そのためには国際的な比較可能性をもち，
上場の際には国際財務報告基準への移行が容
易であることが求められること。
④ 　ＩＡＳＢ国際会計基準の役割がグローバル
な金融・資本市場のインフラ形成であるとす
れば，国際中小企業会計基準にはこのグロー
バルな金融・資本市場の土台を大きく拡張し
活性化する役割が求められること。
　以上のことに見られるように，何よりもＩＡ
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ＳＢによる国際中小企業会計基準の形成は，国
際金融・資本市場の展開にとって大きな意味を
もつものであるといわねばならない。すなわち
ここには，国際金融・資本市場からの中小企業
会計基準への強い期待感が現れているといわね
ばならない。新たな投資対象となりうる広範か
つ多数の中小企業を裾野とした，巨大な国際金
融・資本市場の形成が想定されるのである。
　しかし中小企業会計基準のグローバルスタン
ダード化は，各国の経済基盤を支える中小企業
の態様に多大な影響を与えるものとなる。各国
経済が独自の生活文化や慣習を伴うものである
以上，グローバルスタンダードと各国基準との
軋轢は，そうしたものと密接に関連する中小企
業の活動に様々な問題を引き起こすと考えられ
る。各国の経済主権とグローバリゼーションと
の矛盾が中小企業の領域で集中的に現れること
になるであろう。急速なグローバリゼーション
の進展の中でどのように今後の中小企業会計基
準をめぐる事態が展開するかはなお混沌として
いるといわざるをえない。
　以上が国際会計基準をめぐる動向であるが，
次に日本における国際会計基準の導入状況とそ
れをめぐる論議を見てみよう。

５．日本における国際会計基準の導入と混乱

（１）日本の会計制度
　日本における会計はこれまで２つの法律に
よって規制されてきている。2005年以前は証券
取引法と商法であったが，2006年からは金融商
品取引法と会社法となっている。2005年に証券
取引法が金融商品取引法に法改正され，商法の
会社に関する部分が独立して新たに会社法とし
て制定されたことで，法律名とともに会計に関
する規程にも変化が生じている。
　大きな変化は会社法の側で生じている。日本
の商法は，明治期にドイツ商法をモデルに制定
され，戦後の改正を経て，日本における会社会
計を長年にわたって規制してきた。その特徴は

法の目的を「債権者保護」に置き，「分配可能
利益の計算」に関する会計ルールを定めてきた
ことである。分配可能利益の計算は，当期利益
の算定をしたうえで，株主のために分配可能利
益と債権者のための分配不能利益とを明確に区
分するものであった。それに対して証券取引法
は，法の目的を証券市場での「投資家保護」に
置き，上場会社に対して投資家のための「会計
情報の開示」と「公認会計士による監査」を要
請するものであった。証券取引法は戦後，アメ
リカ占領下で経済民主化のための証券市場育成
を意図してアメリカ証券取引法をモデルに制定
されたものである。
　２つの法律の求める会計は，目的や対象が相
違することから，元来大きく異なるものであっ
た。当初は戦後のアメリカの影響下で，近代的
な会計として証券取引法の求める会計が会計制
度の基本に据えられた。1949年に制定された「企
業会計原則」がそれである。「企業会計原則」
は法律ではないが，順守されるべき会計規範と
して位置づけられ会計ルール作成の基本原則と
みなされた。証券取引法は法律の条文上では会
計について規定せず，その詳細を大蔵省令であ
る「財務諸表規則」に委ねたが，その第１条で
「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」
という表現で「企業会計原則」を中心とした会
計ルールを指し示す形をとった。その結果，戦
後長らく（1990年代まで）「企業会計原則」を
中心とする会計制度が大きな影響をもつことと
なった。
　商法の求める会計も証券取引法の近代的会計
の影響を受け，何度かにわたる調整や対立を経
て変化していったが，商法の「債権者保護」と
「分配可能利益の計算」に関しては条文上で独
自の会計規定として明記される形がとられた。
その結果，日本では証券取引法会計と商法会計
の異なった会計が長期にわたり二重に存在する
こととなったのである。そこでは証券取引法会
計は約4,000社の上場大企業等，商法会計は約
260万社の中小企業（約100万社の株式会社と約
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160万社の有限会社）に適用され，大企業と中
小企業の棲み分けがなされてきたということが
できる。
　しかし，2006年に制定された会社法はかつて
独自に存在した商法会計の規程を継承せず，ア
メリカ流の方式をとることとなった。アメリカ
流の方式とは，会計に関しては証券取引法会計
に委ねるやり方である。会社法第431条で，会
計については「一般に公正妥当と認められる企
業会計の慣行に従う」と規定し，会社計算規則
第３条で「一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌しなけ
ればならない」と規定している。この「一般に
公正妥当と認められる企業会計の基準」は，先
に見た証券取引法（現在は金融商品取引法）の
下にある財務諸表規則第１条の文言と同じであ
ることから，この規定は証券取引法が意味する
会計を指すものである19）。すなわち，今日の会
社法は会社法独自の会計規定をもたずに，会計
については証券取引法会計（金融商品取引法会
計）に委ねる方式をとるのである。これはアメ
リカ流の規制緩和型の方式である。

（２）国際会計基準の影響
　この方式は中小企業を中心とする日本の株式
会社に国際会計基準の影響を及ぼすものとなる。
先に述べたように2001年には国際会計基準審議
会（ＩＡＳＢ）に参加するために，会計基準の
設定機関を政府組織から民間組織に転換するこ
ととなった。これまで政府の組織である企業会
計審議会が会計基準の設定機関であったが，財
団法人財務会計基準機構が日本経団連や公認会
計士協会などにより設立され，そのもとに企業
会計基準委員会（ＡＳＢＪ）が民間の会計基準
設定機関として創設されたのである。したがっ
て「一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準」は，今や民間の企業会計基準委員会によっ
て設定される形となっている。しかもその企業
会計基準委員会は国際会計基準とのコンバー
ジェンスを目的とする組織でもある。企業会計

基準委員会によって設定される会計基準は国際
会計基準と相似の基準であり，それが日本の会
計基準として金融商品取引法会計としてのみな
らず会社法会計として適用されるのである。商
法会計の時代には証券取引法会計とは一線を画
して，中小企業は上場大企業とは異なる会計を
行うことができたが，会社法においては中小企
業といえども上場大企業と同じ会計基準が基本
的に適用されることになるのである。
　すなわち中小企業が国際的な投資家のための
国際会計基準の影響をストレートに受ける関係
が日本の会計制度の中に生まれたということが
できる。そうした中小企業への影響を懸念して
作られたのが「中小企業会計指針」である。し
かしその基本は上場大企業向けの会計を簡略化
したものにすぎず，多くの中小企業にとっては
会計の負担は重くなるばかりである。
　会社法会計はそのような問題を多くの中小企
業にもたらすものとなった。しかし一方，中小
零細企業においては税務申告のための会計（い
わゆる税務会計）だけを行う会社や事業者がほ
とんどで，事実上，財務諸表の作成・提示は行
われていないのも現実である。ある意味で，中
小企業の領域においては会計基準とそれによる
実務のあり方は混沌としているということがで
きるのである。

（３）会計基準をめぐる混乱
　それをさらに混乱させる事態がこの間起こっ
た。2009年に金融庁が「わが国における国際会
計基準の取扱いに関する意見書」を発表し，国
際会計基準のアドプション（採用）の方向性を
提起したのである。それは2010年から上場会社
の連結財務諸表への国際会計基準の任意適用を
認め，2012年中に上場会社への強制適用の可否
を決定し，2015，16年をめどに強制適用の方向
へ踏み出すというものであった。日本では企業
会計基準委員会を中心にコンバージェンス方式
をとっていたはずなのに，急に金融庁からアド
プション方式が提案されたのである。この背景
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にはアメリカへの追随がある。その前年にアメ
リカにおいて，国際会計基準の任意適用および
強制適用をめぐる提案がなされ2011年中に決定
する動きとなったからである。同じくコンバー
ジェンス方式をとっていたアメリカがアドプ
ションの方向性を示したことに遅れをとらない
ために日本の金融庁が動いたと考えられる。
　しかもこのアドプションは連結財務諸表のみ
に当面は適用されるというものであった（「連
結先行」論という）。それまで日本では，個別
財務諸表と連結財務諸表をワンセットにして国
際会計基準とのコンバージェンスを進めてきた
が，金融庁の提起はそうしたやり方への疑念を
一気に噴出させるものともなった。
　ＥＵでは，国際会計基準のアドプション方式
をとってはいたが，あくまでも上場会社への連
結財務諸表にのみ適用することとされ，個別財
務諸表は各国の判断に任せるとされていた。そ
の結果，多くの国々は連結には国際会計基準を
適用するが，個別には国内の基準を適用するス
タイルをとったのである。つまり上場大企業は
国際会計基準を使うが，中小企業はそれと関係
なく自国の会計基準に従うというように，連結
と個別（単体ともいう）の棲み分けをしている
のである（「連単分離」論という）。このやり方
は，国際会計基準の影響を国内の中小企業に及
ぼさないための工夫された方式である。
　金融庁の提起は結果的に，大企業も中小企業
も一体とし連結も個別も区別しない日本のこれ
までのやり方に疑問を投げかけるものとなった。
なぜＥＵのような「連単分離」方式により，上
場大企業と中小企業との棲み分けを図ることが
できなかったのかという問題である。それは日
本の会計がアメリカに追随する形で形成されて
きたからである。アメリカでは証券取引法会計
を基本とした連結中心の体制であり（連結と個
別の区分がない），それが日本のモデルとなっ
てきた。特に2006年の会社法改正はアメリカ流
の会計制度へと舵を切る元凶となったといえる。
　しかし日本が後を追うアメリカにも問題が生

じることとなる。当初は2011年中にアメリカも
国際会計基準の適用を決定する動きであったが，
様々な意見が噴出する中で，「国際会計基準適
用を求める米企業家や投資家の声はそれほど多
くない」（ＳＥＣ委員長）との判断によって国
際会計基準の適用延期が決定されたのである。
それを受けて（追随して），同じく日本でも
2011年に国際会計基準の適用延期が決定される
こととなった。したがって現段階ではアメリカ
も日本も国際会計基準の強制適用は延期のまま
の状態となっているのである。
　そうした事態の中で日本では非上場会社や中
小会社，単体の会計をめぐる論議が急速に活発
化することとなった。連結と単体を区分し，単
体にはできるかぎり国際会計基準の影響を少な
くしようという議論である。2010年には中小企
業庁「中小企業の会計に関する研究会」中間報
告と財団法人財務会計基準機構「非上場の会計
基準に関する懇談会」報告書が公表され，2011
年には財団法人財務会計基準機構「単体財務諸
表に関する検討会議」報告書が公表された。こ
れらの議論は，これまで大企業も中小企業も区
別なく，また連結と単体の棲み分けもなく一体
的に進められてきた日本の会計に関する制度設
計に問題を提起するものであった。日本の「企
業会計は混乱期に突入」したとも評されるよう
な日本の会計制度のあり方をめぐる論議が活発
化したのである。

６．中小企業会計基準の形成

（１）中小企業会計をめぐる会計基準の動向
　活発化した論議の中心は，中小企業のための
会計制度をどのように設定すべきかという問題
であった。2010年の中小企業庁「中小企業の会
計に関する研究会」中間報告と財団法人財務会
計基準機構「非上場の会計基準に関する懇談会」
報告書を受けて，2011年には「中小企業の会計
に関する検討会」が設置され，中小企業のため
の会計基準の検討が進められた。そうした検討
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によって提案されたのが同年10月の「中小企業
の会計に関する基本要領（案）」であった。こ
の提案に対してはパブリックコメントが募集さ
れ，様々な意見を集約した後にまとめられて発
表されたのが2012年２月の「中小企業の会計に
関する基本要領」である。この「中小会計要領」
は新たに形成された日本の中小企業のための会
計基準であり，その特徴は「国際会計基準の影
響を受けない」ことを明らかにした会計基準で
ある。
　その結果，日本には図表４のような会計基準
が併存する状況が生まれることとなった
　上場会社約3,600社は金融商品取引法が適用
され，連結財務諸表を主，個別（単体）財務諸
表を従とする開示を行うが，連結財務諸表には
現在の時点では国際会計基準（ＩＦＲＳ）を任
意に適用することができるとされている（国際
会計基準を任意適用している会社は数社にとと
どまっている）。そうでない場合は連結も個別
もともに日本基準に従うことが求められる。こ
の日本基準は国際会計基準とのコンバージェン
スが進行中の基準であることはすでに見たとお
りである。
　上場会社以外にも金融商品取引法が適用され
る大企業が約1,000社あるが，それらは連結と
個別の双方で日本基準に従うことが求められる

（ＩＦＲＳの任意適用はなされない）。
　それから下はすべて会社法が適用される企業
である。会社法では資本金５億円以上または負
債総額200億円以上の会社が大会社であり，そ
れ未満は中小会社として区分される。会社法で
は連結財務諸表は義務づけられていないので，
すべて個別（単体）財務諸表がどのような基準
に従うかが問題となる。会社法上の大会社には，
個別財務諸表において日本基準が適用される
（簡略化も認められる）。この基準が金融商品取
引法上での「一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準」（企業会計基準委員会の設定する
基準）であることはすでに述べたとおりである。
したがって，この基準は上場企業と同じく国際
会計基準とのコンバージェンスが進む会計基準
であることはいうまでもない。
　問題となるのは約260万社の中小企業（図表
では上記以外の株式会社）である。会社法の制
定にあたって，上場大企業向けの金融商品取引
法の会計基準が中小企業に直接適用されること
にならないように2005年に「中小企業の会計に
関する指針」（図では「中小会計指針」）が策定
された。「中小会計指針」は，すでに述べたよ
うに国際会計基準とのコンバージェンスが進む
日本の会計基準を中小会社向けに簡略化したも
のである。中小企業でも「会計参与」を設置す
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る会社は「中小会計指針」に準拠することが求
められるが，その作成負担はかなり過重となら
ざるをえない。したがって「中小会計指針」に
従う中小企業はあまり多くないのが実態である。
　「中小会計要領」が生まれる以前は，圧倒的
に多くの中小企業は税務申告のためだけの法人
税法による税務会計を行っている状況にあった
ということができる。それはあえていえば，単
なる税務であって財務会計ではない。財務会計
とは，経営状況を経営者が判断するとともに，
株主や金融機関等の利害関係者に適切な財務情
報を提供することに資するものである。企業の
発展にとって財務会計は不可欠なものである。
今日的にいえば，「情報」を生かすことなしに
経営の発展は考えられない。財務情報は，企業
が自らを正確に判断し，利害関係者の理解を促
し，資金調達を円滑に進めるために無くてはな
らないのである。企業の持続と発展を願う中小
企業であればあるほど，税務会計のみに甘んじ
ることは許されない。
　そのような中小企業会計の空白を埋めるため
に作成されたのが「中小会計要領」であるとい
える。2010年に閣議決定された「中小企業憲章」
において中小企業の実態に則した会計制度の必
要性が唱えられたことも，「中小会計要領」の
誕生を促す大きな要因となっている。「中小会
計要領」は，まだ生まれたばかりで広範な普及
には至っていないが，ようやく中小企業にふさ
わしい中小企業のための会計基準が設定された
ということができる。
　図表にあるように，日本の会計制度は重層的
で複雑な様相を帯びており，今後も変化が予想
されるが，国際会計基準との関係で見れば，国
内の中小企業がその影響力に翻弄されることな
く，国の経済主権を守りつつ実態に即した会計
を行うことができる体制が作られたといわねば
ならない。

（２）「中小会計要領」の意義
　「中小会計要領」のもつ意義を明らかにして

おきたい。そのためには国際会計基準はどのよ
うな会計を求めるものであるかという点を簡単
に見ておくことが必要である。
　国際会計基準は，投資家のための会計をめざ
すものである。現代の会計理論は新古典派経済
学やファイナンス理論の影響を強く受け，会計
情報の中心を時価情報に置くものへと変貌を遂
げている。以前は，取得原価会計が中心となっ
ていたが，今日では公正価値会計（時価会計）
が中心となろうとしている。
　取得原価会計とは，複式簿記に基礎を置き，
取引時点の価額（取得原価）にもとづき財務諸
表を作成しようとする会計である。取引時点は
基本的に売買の時点を意味することから，利益
は販売によって生まれるものとされる。それは
実現利益（販売利益）であるので，利害関係者
への利益の分配には適した会計となる。なぜな
らば，販売からは現金収入が生じるので，株主
への配当や納税の計算には適合しているからで
ある。また，取引時点の証憑書類（請求書や領
収書等）があることから検証可能な情報として
の確かさを分配に際して示すことができるから
である。
　しかし，取得原価会計の欠点は，当然のこと
ながら時価評価の情報が得られないことである。
1990年代以降，金融中心の資本主義へと移行し，
大企業や銀行の金融商品保有が高まる中で，時
価情報が求められるようになった。金融投資の
場合は取得原価ではなく現在どの程度値上がり
しているかの時価情報が不可欠となる。また，
投資理論も取得原価をベースとした実現利益よ
りも，株価を予想するための企業価値情報を求
める方向に変化していった。将来どの程度の
キャッシュフローが見込めるかを知るためにも
公正価値情報（予想キャッシュフローの割引現
在価値）が必要とされるのである。そうした中
で，実現利益だけでなく様々な資産や負債の時
価評価損益を包括する利益情報を求める公正価
値会計（時価会計）が主流となってきたのであ
る。
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　だが，公正価値会計はあくまでも投資情報と
しての意義をもつ会計にすぎない。基本的に上
場企業に求められる会計であるといってもよい。
確かに，多様な情報を含んだ会計として情報提
供機能は増すことになるともいえるが，具体的
に問題となるのは，公正価値会計を行うには多
大な作成コストが必要となることである。公正
価値を見積もるには金融機関やコンサルタント
等の専門能力がなければならず，それを得るに
は相当なコストがかかることになる。
　こうした公正価値会計は中小企業には必ずし
も必要ではない。多くの中小企業には，投資家
向けの投資情報としての会計ではなく，以前の
商法が要請していたような利害関係者のための
分配可能利益の計算を中心とした会計が引き続
き求められているのである。そのような会計は，
これまで戦後長らく行われてきた取得原価を
ベースとした会計によって果たされると考えら
れる。
　そうした観点から見れば，中小企業には公正
価値会計は不適切であり，それを求める国際会
計基準の影響は極力避けるべきであるといわね
ばならない。こうした立脚点から生まれたのが
「中小会計要領」である。
　「中小会計要領」は中小企業の特質に合った
会計であり，国内経済の特質を生かし経済主権
の立場に立った会計である。「要領」では国際
会計基準との関係が明記され，「本要領は，安
定的に継続利用可能なものとする観点から，国
際会計基準の影響を受けないものとする」と書
かれている。繰り返し述べたように，日本の会
計基準が国際会計基準の影響を受けながら，コ
ンバージェンスかアドプションかで揺れている
状況の中で，多くの中小企業が国際会計基準の
影響を回避して，自らの実態に即した会計基準
をもつことは大きな意義があるといわねばなら
ない。
　その会計は，これまで試されずみの会計であ
る取得原価会計（売買目的有価証券等には一部
時価会計が適用される）を基本としたものであ

ることも意味あることである。取得原価会計は
複式簿記をベースとした会計であり，実現利益
を基本とした利害関係者のための会計である。
それは配当と納税に適した分配のための会計で
ある。分配可能利益の計算は複式簿記の生成か
ら何百年と続く会計の基本をなすものである。
公正価値会計の場合は，時価評価による評価損
益が混入するので，分配可能利益としての当期
純利益は後景に退き，包括利益と呼ばれる利益
が中心に据わることになる。すでに述べたよう
に，投資家はそうした評価損益の混じった包括
利益の中に将来の投資価値を見出すことができ
るとされるのであるが，多くの中小企業はその
ような投資市場の中に位置しているわけではな
い。投資家ではなく利害関係者に対する情報と
して適切なのは取得原価会計であり，それが多
くの中小企業の行っている税務にも即応するも
のとなるのである。
　別の面から見れば，取得原価会計は生産（モ
ノ作り）や流通に適した会計でもある。多くの
中小企業は金融投資ではなく生産と流通に関
わっており，時価会計は必要としない。金融資
本主義の傾向は強まるばかりであるが，経済の
基本をなすのは生産と流通である。生産と流通
の成果を示すことができる取得原価会計は依然
として重要な意義を有しているといわねばなら
ない。
　こうした取得原価会計のあり方を集約したの
が戦後長期にわたって企業会計の基本となって
きた「企業会計原則」であるが，「要領」は国
際会計基準の影響下で「死に体」となっていた
「企業会計原則」を蘇えらせるものとなった。「企
業会計原則」は取得原価会計のあるべき形を簡
潔に示した会計基準であり，世界に誇るべき先
人たちの叡智の結晶でもある。その「企業会計
原則」を組み込むことになったことの意義は非
常に大きいといえる。「要領」は今日でも「企
業会計原則」が多くの企業にとって重要な基本
基準であることを明らかにしたということがで
きる。
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７．おわりに

　「中小会計要領」は，国際会計基準一辺倒と
大企業中心になりかねない日本の混乱した会計
制度の中で，国内経済と中小企業の実態に即し
て，多くの中小企業関係者の創意（総意でもあ
る）によって生まれた意義ある中小企業会計基
準である。日本の企業の多数派であるにもかか
わらず，会計制度面である意味，放置され空白
となっていた中小企業の会計領域で創出された
オリジナルな会計基準であるといってもよい。
その内容は，伝統的な取得原価会計をベースと
したものではあるが，古いものを新しく蘇えら
せ新たな意義付けを与えたという意味で，非常
に清新な会計基準でもある。関係者が納得し合
意したものが本来の会計ルールとなるのであり，
それこそが「一般に公正妥当と認められたる会
計基準」に相応しいといえるが，まさに「中小
会計要領」はそうした会計基準に妥当するもの
であるといっても過言ではない。「中小会計要
領」が普及し，多くの中小企業の会計実務とし
て定着することが，そうした会計基準であるこ
とを証明することに他ならない。
　国際会計基準は今後ますます大きな影響を及
ぼし，その導入（コンバージェンス，アドプショ
ン）は進むと予想される。国際会計基準の中小
企業版も本体の国際会計基準とともに先に見た
ように浸透していくであろう。グローバリゼー
ションの進展は不可避であるが，各国の経済社
会の主体性を保持しつつグローバリゼーション
を受容していくことが必要となっている。それ
は長期にわたる過程であろう。主体性を示すこ
とがグローバル化への対応としては不可欠であ
るといわねばならない。「中小会計要領」は会
計の領域においてそうした主体性を示すものと
なると考えられる。「中小会計要領」の大いな
る普及・拡大に期待したい。
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